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2019年５月31日

（証券コード：9882）

株 主 各 位

　東京都千代田区岩本町一丁目７番４号

代表取締役社長 堀 江 康 生

第61期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第61期定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年６月19日（水曜日）午

後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日 時 2019年６月20日（木曜日）午前10時

２．場 所 東京都中央区日本橋富沢町11番12号

サンライズビル　３階コンベンションホール

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第61期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の

連結計算書類監査結果報告の件

２．第61期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役６名選任の件

第３号議案 監査役１名選任の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。また、資源節約のため、この「招集ご通
知」をお持ちくださいますようお願い申しあげます。
議決権を代理で行使される場合は、代理人ご自身名義の議決権行使書用紙とと

もに、委任状等の代理権を証明する書面を会場受付にご提出ください（代理人の
資格は、定款の定めにより本総会の議決権を有する他の株主１名さまに限られま
す。）。
なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が

生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://
www.yellowhat.jp/）に掲載させていただきます。

－ 1 －

株主各位
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

１．企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業業績や雇用環境の改善を

背景に緩やかな景気回復基調にあるものの、労働力不足による人件費上昇

や物流費上昇などが見込まれることから、依然として先行き不透明な状況

が続いております。

当カー用品業界におきましては、タイヤやカーナビゲーション等の高単

価商品の販売は消費者の慎重な購買姿勢の影響がみられる一方で、危険運

転に関する報道を受けた一昨年の10月以降、ドライブレコーダーの販売数

が好調に推移し、特に高機能商品の需要が増加しました。

このような環境下におきまして、当社グループはカー用品・二輪用品等

販売事業の一層の拡大を図るべく、タイヤを中心とした消耗品の拡販や、

車検・鈑金などのカーメンテナンスメニューを拡充してまいりました。ま

た、新たな取組みとしてイエローハット店舗において「タイヤパンク補償」

をスタートさせ、実店舗ならではのアフターサービスの充実による顧客満

足向上に努めました。

当連結会計年度におきましては、前年同期間に発生したタイヤ値上げ前

特需の反動や例年に比べて全国的に降雪が少なかった影響もありタイヤ販

売数が前年より減少したものの、子会社店舗の増加、加えてピットサービ

スの収益増加もあり、売上高は1,392億０百万円（前年同期比101.0％、13

億35百万円増）、売上総利益は536億21百万円（前年同期比103.6％、18億

60百万円増）となりました。

販売費及び一般管理費は、子会社店舗の増加に伴う人件費や賃借料等の

増加により、440億38百万円（前年同期比104.4％、18億37百万円増）とな

りました。

その結果、営業利益は95億83百万円（前年同期比100.2％、22百万円増）、

経常利益は109億86百万円（前年同期比102.8％、２億97百万円増）、親会

社株主に帰属する当期純利益につきましては73億29百万円（前年同期比

107.2％、４億90百万円増）となりました。

売上高の主な部門別内訳につきましては、卸売部門は495億53百万円（前

年同期比95.9％、21億45百万円減）、小売部門は805億45百万円（前年同期

比104.2％、32億10百万円増）となりました。

－ 2 －

当事業年度の事業の状況
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（カー用品・二輪用品等販売事業）

当連結会計年度におけるイエローハット店舗の出退店の状況です。

国内では、2018年４月にトレッド太宰府店（福岡県）、小千谷インター

店（新潟県）、茨木太田店（大阪府）、６月に平塚田村店（神奈川県）、

７月に岸和田田治米店（大阪府）、トレッド京都木津川店（京都府）、日

進竹の山店（愛知県）、８月に鈴蘭台店（兵庫県）、トレッド名古屋滝の

水店（愛知県）、明石硯町店（兵庫県）、９月にトレッド須賀川店（福島

県）、トレッド那須烏山店（栃木県）、トレッド常陸大宮店（茨城県）、

トレッド大田原店（栃木県）、トレッド福島西店（福島県）、読谷大湾店

（沖縄県）、トレッド前橋南店（群馬県）、久御山店（京都府）、トレッ

ド鳥取境港店（鳥取県）、10月に東名三好インター店（愛知県）、トレッ

ド兵庫丹波店（兵庫県）、ベニーモール五所川原店（青森県）、羽島竹鼻

店（岐阜県）、11月に10号戸次店（大分県）、トレッド石川小松店（石川

県）、御坊インター店（和歌山県）、横須賀三春店（神奈川県）、トレッ

ド千葉鎌ケ谷店（千葉県）、12月に足立保木間店（東京都）、2019年１月

にトレッド久喜鷲宮店（埼玉県）、３月に川西火打店（兵庫県）、トレッ

ド南岩国店（山口県）、トレッド高崎中居店（群馬県）の計33店舗を開店

いたしました。また、2018年６月に湖西新居店（静岡県）、８月に滝の水

店（愛知県）、９月に境港店（鳥取県）、五所川原店（青森県）、丹波氷

上店（兵庫県）、11月に鎌ケ谷初富店（千葉県）、足立六町店（東京都）、

2019年２月に田原本店（奈良県）の計８店舗を閉店いたしました。

海外では、2018年９月にドバイ・ナド・アル・ハマー店（アラブ首長国

連邦）を閉店いたしました。

イエローハット店舗以外では、2019年２月に京都２りんかん（京都府）、

３月にバイク館ＳＯＸ筑西玉戸店（茨城県）の計２店舗を開店いたしまし

た。

以上の結果、当連結会計年度末の店舗数は、国内がイエローハット728店

舗、２りんかん56店舗、バイク館ＳＯＸ47店舗、海外がイエローハット４

店舗の合計835店舗、イエローハット車検センターが７拠点となりました。

－ 3 －

当事業年度の事業の状況
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当連結会計年度のカー用品・二輪用品等販売事業の売上高は、1,328億12

百万円（前年同期比101.1％、13億93百万円増）、セグメント利益につきま

しては、84億82百万円（前年同期比98.7％、１億11百万円減）となりまし

た。

（賃貸不動産事業）

当連結会計年度の賃貸不動産事業の売上高は、63億88百万円（前年同期

比99.1％、58百万円減）、セグメント利益につきましては、11億１百万円

（前年同期比113.9％、１億34百万円増）となりました。

②　設備投資の状況

　当連結会計年度において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は

29億89百万円で、主なものは次のとおりであります。

　当連結会計年度に取得した主要設備

・イエローハット店舗　建物及び設備 22億45百万円

・知立上重原土地 ３億41百万円

③　資金調達の状況

　当連結会計年度において設備投資に必要な資金、その他所要資金は銀行

借入及び手元資金によって充当しております。

④　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

　該当事項はありません。

(2) 直前３事業年度の財産及び損益（連結計算書類）の状況

項　　目
第　58　期

（2016年３月期）
第　59　期

（2017年３月期）
第　60　期

（2018年３月期）
第61期(当期)
（2019年３月期）

売 上 高
百万円
125,961

百万円
129,817

百万円
137,865

百万円
139,200

経 常 利 益
百万円

8,406
百万円

8,099
百万円
10,689

百万円
10,986

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

百万円
5,612

百万円
5,580

百万円
6,839

百万円
7,329

１株当たり当期純利益 121円36銭 121円４銭 148円35銭 158円96銭

総 資 産
百万円
87,506

百万円
93,485

百万円
100,286

百万円
105,320

　(注) １．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．第61期（当期）の事業成績につきましては、「(1) 当事業年度の事業の状況　①事

業の経過及び成果」に記載のとおりであります。

３．2019年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

第58期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定し

ております。

－ 4 －

当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

　 該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 な 事 業 内 容

百万円 ％

株式会社イエローハット・ファイナンス 100 100.0
コンサルティング業及び
金融業

株式会社愛知イエローハット 10 100.0 カー用品等販売

株式会社長崎イエローハット 9 100.0 カー用品等販売

株式会社福岡イエローハット 30 100.0 カー用品等販売

株 式 会 社 ジ ョ イ フ ル 72 100.0 カー用品等製造・販売

株式会社備前イエローハット 9 100.0 カー用品等販売

株式会社群馬イエローハット 9 100.0 カー用品等販売

株式会社埼玉イエローハット 9 100.0 カー用品等販売

株式会社トレッド・イエローハット 50 100.0 カー用品等販売

株式会社北海道イエローハット 9 100.0 カー用品等販売

株式会社神奈川イエローハット 9 100.0 カー用品等販売

株式会社越後イエローハット 9 100.0 カー用品等販売

株式会社大阪イエローハット 50 100.0 カー用品等販売

株式会社兵庫イエローハット 50 100.0 カー用品等販売

株式会社四国イエローハット 10 100.0 カー用品等販売

株式会社山梨イエローハット 9 100.0 カー用品等販売

株式会社静岡イエローハット 9 100.0 カー用品等販売

株式会社広島イエローハット 50 100.0 カー用品等販売

株式会社２りんかんイエローハット 50 100.0 二輪車用品等販売

株式会社西東京イエローハット 9 100.0 カー用品等販売

株式会社栃木イエローハット 50 100.0 カー用品等販売

株式会社京都イエローハット 50 100.0 カー用品等販売

株式会社ＳＯＸ・イエローハット 30 100.0 二輪車・二輪車用品等販売

株式会社東海イエローハット 10 100.0 カー用品等販売

株式会社千葉イエローハット 30 100.0 カー用品等販売

株式会社沖縄イエローハット 50 100.0 カー用品等販売

株式会社福井イエローハット 50 100.0 カー用品等販売

株式会社ひがし北海道イエローハット 50 100.0 カー用品等販売

－ 5 －

重要な親会社及び子会社の状況
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会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 な 事 業 内 容

株式会社山陰イエローハット 50 100.0 カー用品等販売

株式会社東東京イエローハット 50 100.0 カー用品等販売

株式会社三河イエローハット 30 100.0 カー用品等販売

株式会社山形イエローハット 20 100.0 カー用品等販売

株式会社近江イエローハット 10 100.0 カー用品等販売

株式会社大分イエローハット 50 97.5 カー用品等販売

株式会社山口イエローハット 9 95.0 カー用品等販売

株式会社新岐阜イエローハット 10 95.0 カー用品等販売

台湾黄帽汽車百貨股份有限公司 230 100.0 カー用品等販売

（注）１．株式会社新岐阜イエローハット(2018年６月１日付で「株式会社ホップス」より社名変
更)は、2018年４月に発行済株式の過半数を取得したことにより、株式会社近江イエロ
ーハットは2018年12月に新規設立したことにより、連結の範囲に含めております。

　　　２．株式会社２りんかんイエローハットは、2018年４月１日付で「株式会社ドライバース
タンド」より社名を変更しております。

(4) 対処すべき課題

①　カー用品販売事業の拡大

　カー用品販売事業の拡大を図るため、「イエローハット」「中古タイ

ヤショップトレッド」の新規出店を進めると共に、実店舗ならではの品

揃えと各種サービスの充実によりタイヤを中心とした消耗品の販売強化

に努めます。

②　車検、サービス事業の拡充

　車検を始めとするメンテナンスサービス部門の強化に向け、整備資格

者の人材育成と指定工場の計画的取得を推進し、サービス部門における

収益拡大と顧客の囲い込みを図ります。

③　二輪事業の強化

　　二輪事業の強化を図るため、「２りんかん」「バイク館ＳＯＸ」の新

　規出店と、バイク用ＰＢ商品の拡販や車検獲得による既存店の収益拡大

　に努めます。

④　卸売事業の強化

　イエローハット店舗以外への一般向け卸売強化のため、メーカーベン

ダー子会社であるジョイフルによる商品開発及び新規取引先の開拓を進

めます。

⑤　活力ある会社づくり

　広告宣伝や販売促進活動の取組み強化を継続し、想起率向上を目指し

ます。また、社内コミュニケーションの良化、社員のモチベーションア

ップを図ることで、活力ある会社づくりに努めます。

－ 6 －

重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題
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(5) 主要な事業内容（2019年３月31日現在）

　当企業集団は、株式会社イエローハット（当社）及び子会社38社（国内37

社、海外１社）、関連会社２社（国内１社、海外１社）で構成され、カー用

品・二輪用品等の製造、卸売販売及び一般消費者等への小売販売、並びに賃

貸不動産事業を行っております。

(6) 主要な営業所及び事業拠点（2019年３月31日現在）

当      社

本　　社 東京都千代田区

支　　店 宮城県、千葉県、大阪府、山口県

システム

センター
北海道

物　　流

センター
宮城県、群馬県、山口県

子会社

株式会社イエローハット・

フ ァ イ ナ ン ス
本　　社 東京都千代田区

株式会社愛知イエローハット 本　　社 愛知県一宮市

株式会社福岡イエローハット 本　　社 福岡県大野城市

株 式 会 社 ジ ョ イ フ ル 本　　社 宮城県富谷市

株式会社広島イエローハット 本　　社 広島県広島市

株式会社２りんかんイエローハット 本　　社 埼玉県和光市

株式会社ＳＯＸ・イエローハット 本　　社 埼玉県川口市

（注）　当社は子会社を上記の他に31社所有しております。

(7) 使用人の状況（2019年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

3,499（1,249）名 241（46）名

（注）　使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に平均人員（８時間換算）

を外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

178（63）名 ０（０）名 46.5歳 20年８ヶ月

（注）　使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に平均人員（８時間換算）

を外数で記載しております。

－ 7 －

主要な事業内容、主要な営業所及び工場、使用人の状況
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２．会社の現況
(1) 株式の状況（2019年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 53,033,745株

（注）2019年２月15日開催の取締役会決議により、2019年４月１日付で株式

　　　分割（１株を２株に分割）に伴う定款変更が行われ、発行可能株式の

　　　総数は53,033,745株増加し、106,067,490株となっております。

②　発行済株式の総数 24,961,573株

（注）2019年２月15日開催の取締役会決議により、2019年４月１日付で株式

分割（１株を２株に分割）に伴う定款変更が行われ、発行済株式の総数は

24,961,573株増加し、49,923,146株となっております。

③　株主数 10,758名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％
株 式 会 社 幸 栄 企 画 3,137 13.6

イ エ ロ ー ハ ッ ト 共 和 会 1,381 5.9

J P  M O R G A N  C H A S E  B A N K　38 5 6 3 2 1,142 4.9

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行
株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

940 4.0

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

866 3.7

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ９ ）

529 2.2

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 495 2.1

G O V E R N M E N T  O F  N O R W A Y 402 1.7

鍵 山 幸 一 郎 394 1.7

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ５ ）

364 1.5

(注)１．当社は自己株式1,894,277株所有しておりますが、大株主表からは除外しております。

    ２．持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。

    ３．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

    ４．持株比率は小数点第２位を切り捨てて表示しております。

－ 8 －

株式の状況
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(2) 新株予約権等の状況

・当事業年度の末日に当社役員が有する新株予約権等の状況

取締役（社外取締役を除く）が保有する新株予約権（株式報酬型ストック

オプション）

発行年度
新株予約権

の数

目的となる
株式の種類
及び数

新株予約権の
払込金額

新株予約権の
行使時の
払込金額

行使期間 保有者数

2013年度 105個
普通株式
10,500株

146,800円
(１個当たり)

１円
(１株当たり)

2013年５月27日～
2043年５月26日

３名

2014年度 129個
普通株式
12,900株

159,300円
(１個当たり)

１円
(１株当たり)

2014年５月26日～
2044年５月25日

３名

2015年度 108個
普通株式
10,800株

193,700円
(１個当たり)

１円
(１株当たり)

2015年５月25日～
2045年５月24日

４名

2016年度 124個
普通株式
12,400株

169,600円
(１個当たり)

１円
(１株当たり)

2016年５月25日～
2046年５月24日

４名

2017年度 108個
普通株式
10,800株

194,400円
(１個当たり)

１円
(１株当たり)

2017年５月25日～
2047年５月24日

４名

2018年度 89個
普通株式
8,900株

241,000円
(１個当たり)

１円
(１株当たり)

2018年５月25日～
2048年５月24日

４名

 (注) 　１．当事業年度末現在における新株予約権の目的となる株式の総数（退任者の保有分も

　　含む）は76,300株です。

　　　 ２．2019年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

上記「目的となる株式の種類及び数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」につ

いては、当該株式分割による調整前の当期末日時点における株式数及び金額で記載

しております。

・当事業年度中に交付した新株予約権の状況

株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権

株式会社イエローハット
第６回新株予約権

発行決議日 2018年５月９日

新株予約権の数 105個

交付された者の人数 取締役　５名

新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式　10,500株

新株予約権の払込金額 １個当たり241,000円

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円

新株予約権の行使期間
2018年５月25日～
2048年５月24日

（注）　１．１個の新株予約権につき一部行使はできない。

２．新株予約権者は、上記の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の

翌日以降、新株予約権を行使することができる。

－ 9 －

新株予約権等の状況
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(3) 会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2019年３月31日現在）

会社における地位 氏　名 担 当 重要な兼職の状況

代表取締役社長 堀 江 康 生

専 務 取 締 役 佐 藤 和 幸

店舗運営、ピットサービ
ス、営業管理、店舗開発、
賃貸事業、支店、子会社
（イエローハット事業、
卸売事業）　担当

（株）ジョイフル
代表取締役会長

専 務 取 締 役 白 石 　 理

財務・経理、システム、
人事・総務、海外事業、
内部監査、コンプライア
ンス、子会社（イエロー
ハット事業及び卸売事業
除く）　担当

（株）２りんかんイエローハット
代表取締役会長

取 締 役 木 村 義 美
商品購買、物流、
販促・宣伝　担当

取 締 役 湊 谷 秀 光 国会通り法律事務所弁護士

取 締 役 斎 藤 四 郎 斎藤四郎税理士事務所税理士

常 勤 監 査 役 入 江 義 一

監 査 役 田 中 邦 彦

監 査 役 服 部 久 男 横浜税理士法人代表社員

（注）１．取締役 湊谷秀光及び取締役 斎藤四郎は、社外取締役であります。
２．監査役 田中邦彦及び監査役 服部久男は、社外監査役であります。
３．当社は、取締役 湊谷秀光及び取締役 斎藤四郎並びに監査役 田中邦彦を東京証券取引

所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．取締役 湊谷秀光は、弁護士の資格を有し、法律、経済、社会に対する豊富な経験と幅

広い見識を有しております。
５．取締役 斎藤四郎は、税理士の資格を有し、税務行政業務における豊富な経験と見識を

有しております。
６．監査役 田中邦彦及び監査役 服部久男は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。
　　・監査役 田中邦彦は、証券業界の経理部門に在籍し、経理業務に携わってきた経験
　　　があります。
　　・監査役 服部久男は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見
　　　を有しております。

②　責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、
同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度とし
ております。

－ 10 －

会社役員の状況
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③　取締役及び監査役の報酬等の総額

役員区分
報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額

（百万円） 対象となる

役員の員数

（名）

月額報酬 賞与

固定報酬
短期の

業績連動報酬

中長期の

業績連動報酬

取締役

（うち社外取締役）

154

（8）

26

（8）

103

（－）

25

（－）

7

（2）

監査役

（うち社外監査役）

24

（9）

24

（9）

－

（－）

－

（－）

3

（2）

合　　計

（うち社外役員）

178

（18）

50

（18）

103

（－）

25

（－）

10

（4）

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、2006年６月23日開催の第48期定時株主総会において、年額240

百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
３．取締役の報酬等の額には、当事業年度終了後に付与される株式報酬型ストックオプシ

ョン（新株予約権）の払込金額と相殺する予定の報酬債権25百万円が含まれておりま
す。

４．監査役の報酬限度額は、1994年６月29日開催の第36期定時株主総会において月額３百
万円以内と決議いただいております。

５．当事業年度末現在の取締役は６名、監査役は３名であります。上記取締役の員数と相
違しておりますのは、当事業年度中に退任した取締役１名が含まれているためであり
ます。

６．当社は、2008年６月26日開催の第50期定時株主総会において、役員退職慰労金の打切
り支給を決議いただいております。当事業年度末における今後の打切り支給予定額は、
以下のとおりであります。なお、支給時期は各役員の退任時としております。

　　　取締役　　　　　　２名　　　980万円
　　　監査役（社外）　　１名　　　 20万円

④　社外役員に関する事項
イ　他の法人等の業務執行者及び社外役員等としての重要な兼職の状況及

び当社と当該他の法人等との関係
・取締役 湊谷秀光は、弁護士（国会通り法律事務所）であります。

当社と国会通り法律事務所との間には特別な関係はありません。
・取締役 斎藤四郎は、税理士（斎藤四郎税理士事務所）であります。
当社と斎藤四郎税理士事務所との間には特別な関係はありません。

・監査役 服部久男は、横浜税理士法人の代表社員であります。
当社と横浜税理士法人との間には特別な関係はありません。

ロ　当事業年度における主な活動状況
・取締役会及び監査役会への出席状況

区　分  氏　名 取締役会（14回開催） 監査役会（16回開催）

取 締 役 湊 谷 秀 光 14回 100％ － －

取 締 役 斎 藤 四 郎 14回 100％ － －

監 査 役 田 中 邦 彦 14回 100％ 16回 100％

監 査 役 服 部 久 男 12回 85％ 16回 100％

－ 11 －

会社役員の状況
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・取締役会及び監査役会における発言状況
取締役 湊谷秀光、斎藤四郎及び監査役 田中邦彦、服部久男は、取締
役会において、それぞれ議案の審議等に必要な発言を適宜行っており
ます。
また、監査役 田中邦彦、服部久男は、監査役会において、適宜必要な
発言を行っております。

－ 12 －

会社役員の状況
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　ＰｗＣあらた有限責任監査法人

②　報酬等の額

支 払 額

百万円

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 56

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

56

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
　　　　　に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません
　　　　　ので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載し
　　　　　ております。

２．当社の子会社である台湾黄帽汽車百貨股份有限公司は、当社の会計監査人以外の監査
　　法人の監査を受けております。
３．監査役会は、会計監査人が策定した監査計画の内容、監査の遂行状況並びに報酬見積
　　もりの相当性等について検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維
　　持向上していくために合理的な水準であると判断し、同意いたしました。

③　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認めら
れる場合、監査役会は、監査役全員の同意により解任いたします。
　また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の
発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は、
株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を
決定いたします。

－ 13 －

会計監査人の状況
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(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

①　業務の適正を確保するための体制についての決定事項の概要

　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会において、取締

役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり「内部

統制システム構築の基本方針」を決議いたしております。

イ　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

ⅰ　当社は、法令及び定款に基づき、会社の機関として、株主総会及

び取締役、取締役会を置き、職務の執行を適正に行うとともに、監

査役、監査役会及び会計監査人を置き、職務の執行が適法・適正か

つ妥当であることをそれぞれの立場から確認する体制を基本とする。

ⅱ　当社は、取締役の義務と責任を具体的に列挙したコンプライアン

スに関する確認書を作成し、取締役は定期的に当該確認書を取締役

会及び監査役会に提出する。

ⅲ　当社は、法令、社会規範、企業倫理等の遵守・尊重に関する基本

方針・行動規範として制定した「イエローハット憲章」に基づき、

反社会的勢力、団体に対しては毅然とした態度で対応することを基

本方針とする。当社及びその子会社から成る企業集団は、基本方針

の下、当社の総務部門に情報を一元管理し、警察等の外部機関や関

連団体と連携を図りながら、反社会的勢力排除のための社内体制の

整備強化を推進する。

ロ　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、適切に

保存・管理することを定める規程を整備し、取締役及び従業員は当該規

程に従う。

ハ　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ　当社は、リスクに関する意識の浸透、リスクの早期発見及び顕在

化の未然防止、緊急事態発生時の対応等を定めた規程を整備する。

ⅱ　当社は、全社的なリスクマネジメントを統括する委員会を設置し、

リスクマネジメントに関する全社方針を定めるとともに、各部署の

リスクマネジメントに関する計画の立案・実行を支援する。

－ 14 －

業務の適正を確保するための体制
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ニ　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ　取締役会は、取締役及び従業員が共有する全社的な目標を定め、

取締役は、目標達成に向けて実施すべき具体的な目標及び権限分配

を含めた効率的な達成方法を定める。

ⅱ　取締役は、ＩＴを活用した経営情報システムを構築し、経営情報

の迅速かつ適正な把握に努める。

ホ　従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

ⅰ　当社は、「イエローハット憲章」に定める行動規範・行動基準に

関する教育を行うなど、従業員の遵法意識の徹底、健全な企業風土

の醸成に努める。

ⅱ　当社の内部監査部門は、当社のコンプライアンスの状況を調査・

監督し、必要なときは改善を勧告する。

ⅲ　当社は、コンプライアンス違反やその恐れがある場合の通報を受

け付けるための内部通報窓口を設置し、事態の迅速な把握と是正に

努める。

ヘ　当社及びその子会社から成る企業集団（以下、当社グループという）

における業務の適正を確保するための体制

ⅰ　子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する

体制

１）子会社は取締役会及び監査役設置会社とし、当社の取締役及

び従業員が子会社の取締役もしくは監査役として就任し、子会

社における業務の適正性を監視できる体制とする。また、子会

社に対して当社の内部監査部門が直接監査し得る体制とし、内

部監査部門は直接当社の代表取締役に報告する体制とする。な

お、内部監査部門は、同様の報告を監査役及び監査役会にも行

う。

２）当社は、当社及び子会社の全監査役で構成される監査役協議

会を定期的に開催し、情報の共有化とグループ全体の業務監視

を実施する。

ⅱ　子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、当社グループの財務リスク回避を目的とする財務リスク

管理規程を制定し、当該規程に定める定期的な財務リスク評価委員

会によるリスク管理に努め、必要とされる課題及び対策を協議する。
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ⅲ　子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する

ための体制

　当社は、子会社の効率的な業務遂行に資することを目的に、当社

グループの管理運営に関する基本的事項を含む管理規程を制定する。

ⅳ　子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制

１）当社は、当社が制定する「イエローハット憲章」に基づき、

子会社の取締役及び従業員が社会的役割と責任を果たすよう努

める。

２）当社グループ内における取締役及び従業員の法令・定款等に

違反する行為を発見した場合の報告体制として、当社及び子会

社共通のグループ内部通報窓口を設置し、体制の整備を行う。

ト　監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合におけ

る当該従業員に関する体制並びにその使用人の当該監査役設置会社の

取締役からの独立性に関する事項

ⅰ　取締役は、監査役又は監査役会の求めに応じて、その職務を補助

するために、必要な人員を配置する。

ⅱ　監査役及び監査役会の職務を補助する従業員は、当該職務につい

ては、取締役の指揮命令を受けない。また、当該従業員の処遇、異

動等については監査役及び監査役会の意向を尊重しなければならな

い。

チ　監査役の上記従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

　当社は、監査役の職務を補助する従業員について、その職務にあたっ

ては、監査役の指示に従うものとし、当社の取締役及び従業員に周知徹

底する。

リ　取締役及び従業員が監査役に報告するための体制、その他の当社の監

査役への報告に関する体制

ⅰ　取締役及び従業員が監査役に報告するための体制

１）取締役及び従業員は、当社に著しい損害を及ぼす恐れや事実

の発生、信用を著しく失墜させる事態、内部管理の体制・手続

き等に関する重大な欠陥や問題、法令違反等の不正行為や重大

な不当行為などについて、書面もしくは口頭にて監査役又は監

査役会に報告する。
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２）監査役及び監査役会は、必要に応じ、いつでも取締役または

従業員に報告を求めることができる。

ⅱ　子会社の取締役、監査役及び従業員又はこれらの者から報告を受

けた者が当社の監査役に報告をするための体制

１）子会社の取締役及び従業員は、法令・定款に違反する、又は

その恐れがある行為、あるいは会社に著しい影響を及ぼし得る

重要な事実を発見したときは、遅滞なく当社の監査役に報告す

る。

２）当社の内部監査部門は、子会社における内部監査の結果を定

期的に当社の監査役に報告する。

３）当社の内部通報担当部門は、当社グループの従業員による内

部通報について、当社の取締役会及び監査役会に対し、定期的

に報告を行う。

ヌ　前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い

を受けないことを確保するための体制

　当社は、前号の監査役への報告をした当社グループの従業員が、当該

報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保する体制と

する。

ル　監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針

　当社は、監査役がその職務の執行に関し、費用の前払い又は償還等の

請求をしたときは、当該請求に係る費用などが当該監査役の職務の執行

に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに処理する。

ヲ　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社及び当社グループの取締役及び従業員は、監査役による監査業務

に協力するとともに、監査役の求める諸資料、情報について、遅滞なく

提供することにより、監査の実効性を確保する。
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②　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

イ　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制について

　当事業年度においては、取締役会を14回、監査役会を16回開催し、取

締役の職務の執行が適法、適正に行われていることを確認しました。ま

た、専門的知見を有する社外取締役２名及び社外監査役２名を選任し、

監督機能の実効性を高めております。

ロ　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について

　文書管理規程に従い、取締役会議事録、稟議書、その他取締役の職務

執行に係る情報を文書及び電磁的媒体に記録して保存しており、取締役

及び監査役が常時閲覧可能な状態にしております。

ハ　損失の危険の管理に関する規程その他の体制について

　リスク管理関連の規程に基づき、コンプライアンスや財務報告に係る

内部統制について、危機管理委員会を２回、財務リスク評価委員会を２

回開催し、リスク管理体制の整備及びリスク顕在化の予防等を実施いた

しました。

ニ　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制に

ついて

　毎月開催される取締役会において、各取締役より月次の業務執行の状

況報告がなされ、状況に応じて適宜改善策が検討されております。取締

役会の開催に際して、社外取締役及び社外監査役が議案内容を十分理解

できるように、議案資料の事前配布並びに必要に応じて議案の事前説明

を実施いたしました。また、社内申請及び稟議承認のための電磁的なシ

ステムを導入することで、意思決定及び情報共有の迅速化を図っており

ます。

ホ　従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制について

　「イエローハット憲章」に定める行動規範・行動基準に関する教育を

行うなど、従業員の遵法意識の徹底、健全な企業風土の醸成に努めまし

た。さらに、従業員の遵法意識向上のため、毎月１回、「コンプライア

ンス便り」を発信いたしました。
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ヘ　当社及びその子会社から成る企業集団（以下、当社グループという）

における業務の適正を確保するための体制について

　当社の取締役及び従業員が子会社の取締役もしくは監査役として就任

し、子会社における業務の適正性を監視できる体制が整備されておりま

す。また当社において子会社の稟議申請書等の管理を行っており、その

営業活動及び決裁権限等を把握し、一定基準の該当する重要事項につい

ては子会社の機関決定前に当社の重要な会議における報告を義務付ける

等適切な経営管理を実施しております。さらに、子会社に対して当社の

内部監査部門が直接監査を行い、直接当社の代表取締役並びに監査役及

び監査役会に報告をしております。当社及び子会社の全監査役で構成さ

れる監査役協議会を当該事業年度において２回開催し情報の共有化とグ

ループ全体の業務監視を実施いたしました。

ト　監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合におけ

る当該従業員に関する体制並びにその使用人の当該監査役設置会社の

取締役からの独立性に関する事項について

　社内規程において、監査役が内部監査室所属の従業員に監査業務の補

助を命じることができる旨を定め、配置いたしました。当該従業員は、

当該職務について、取締役の指揮命令を受けず、処遇、異動等について

は監査役及び監査役会の意向を尊重しなければならない旨、周知いたし

ました。

チ　監査役の上記従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項につい

て

　当社は、監査役の職務を補助する従業員について、その職務にあたっ

ては、監査役の指示に従うものとし、当社の取締役及び従業員に周知徹

底いたしました。
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リ　取締役及び従業員が監査役に報告するための体制、その他の当社の監

査役への報告に関する体制について

　取締役及び従業員は、当社に著しい損害を及ぼす恐れや事実の発生、

信用を著しく失墜させる事態、内部管理の体制・手続き等に関する重大

な欠陥や問題、法令違反等の不正行為や重大な不当行為などについて、

社内規程に従って書面もしくは口頭にて監査役又は監査役会に報告をし

ております。さらに、社内規程に従って、当社グループ内における取締

役及び従業員の法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制

として、当社及び子会社共通の内部通報ホットラインを設置・運用を行

っております。

ヌ　前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱

いを受けないことを確保するための体制について

　社内規程において、前号の報告をした従業員の秘匿性をできる限り維

持するとともに、当該従業員に対する報復措置や不利益な処遇を禁じて

おります。

ル　監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針について

　社内規程において、監査役の職務の執行について生ずる費用について、

当社の経費として費用を支出できるよう定め、監査役の請求に基づき速

やかに処理しております。

ヲ　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制に

ついて

　従業員は、監査役による監査業務に協力するとともに、監査役の求め

る諸資料、情報について、遅滞なく提供しております。また、社外監査

役を含む監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を実

施するとともに、取締役会への出席や代表取締役、会計監査人並びに内

部監査室との間で定期的に情報交換等を行いました。

　以上、第61期において内部統制システムが適切に運用されていることを

確認しております。
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(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、中長期的な視点で連結業績に応じた利益還元を重視し、連結配当

性向30％を目指し、連結業績、財政状況、投資計画等を勘案しながら利益配

分を行っていくことを基本方針としております。

　なお、当社の剰余金の配当は、中間及び期末配当の年２回を基本的な方針

としております。配当決定機関は中間配当・期末配当共に取締役会でありま

す。

　当連結会計年度の期末配当金につきましては、１株につき36円とし、中間

配当金とあわせまして年間72円とさせていただきました。

　当社は基準日を2019年３月31日、効力発生日を同年４月１日とする、１株

につき２株の割合をもって行う株式分割を実施しております。

　次期の配当金に関しましては、上記の方針に基づき、年間40円（中間・期

末とも20円）を予定しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2019年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ. 流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

た な 卸 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

Ⅱ. 固 定 資 産

１．有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

２．無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

そ の 他

３．投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

敷 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

54,174

13,003

9,768

24,089

4,477

3,032

△197

51,145

35,549

16,523

494

15,933

158

254

2,186

234

16

194

16

7

15,361

1,613

409

9,314

2,447

1,878

△302

Ⅰ. 流 動 負 債 20,733

支払手形及び買掛金 10,246

リ ー ス 債 務 83

未 払 金 3,181

未 払 法 人 税 等 1,969

賞 与 引 当 金 1,090

ポ イ ン ト 引 当 金 681

そ の 他 3,479

Ⅱ. 固 定 負 債 5,645

受 入 保 証 金 1,980

リ ー ス 債 務 328

退職給付に係る負債 147

資 産 除 去 債 務 2,816

そ の 他 373

負 債 合 計 26,379

純 資 産 の 部

Ⅰ. 株 主 資 本 80,354

資 本 金 15,072

資 本 剰 余 金 10,394

利 益 剰 余 金 57,137

自 己 株 式 △2,250

Ⅱ. その他の包括利益累計額 △1,562

その他有価証券評価差額金 380

土地再評価差額金 △1,907

為替換算調整勘定 26

退職給付に係る調整累計額 △61

Ⅲ. 新 株 予 約 権 139

Ⅳ. 非支配株主持分 9

純 資 産 合 計 78,940

資 産 合 計 105,320 負 債 純 資 産 合 計 105,320

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 139,200

売 上 原 価 85,578

売 上 総 利 益 53,621

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 44,038

営 業 利 益 9,583

営 業 外 収 益 1,460

受 取 利 息 69

受 取 手 数 料 471

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 63

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 168

そ の 他 687

営 業 外 費 用 57

支 払 利 息 18

為 替 差 損 5

そ の 他 32

経 常 利 益 10,986

特 別 利 益 1

固 定 資 産 売 却 益 1

そ の 他 0

特 別 損 失 465

固 定 資 産 売 却 損 2

固 定 資 産 除 却 損 27

減 損 損 失 336

災 害 に よ る 損 失 48

敷 金 等 解 約 損 51

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 10,522

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,418

法 人 税 等 調 整 額 △230

当 期 純 利 益 7,334

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 5

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 7,329

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 15,072 10,393 51,400 △2,253 74,612

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,591 △1,591

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

7,329 7,329

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

新 株 予 約 権 の 行 使 1 3 4

非支配株主との取引に係
る 親 会 社 の 持 分 変 動

0 0

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 ― 1 5,737 2 5,741

当 期 末 残 高 15,072 10,394 57,137 △2,250 80,354

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新株予約権
非 支 配
株主持分

純資産合計
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

土地再評価
差 額 金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 583 △1,907 38 △86 △1,371 118 4 73,363

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,591

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

7,329

自 己 株 式 の 取 得 △0

新 株 予 約 権 の 行 使 4

非支配株主との取引に係
る 親 会 社 の 持 分 変 動

0

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

△203 ― △12 25 △190 20 5 △164

当 期 変 動 額 合 計 △203 ― △12 25 △190 20 5 5,577

当 期 末 残 高 380 △1,907 26 △61 △1,562 139 9 78,940

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

・連結子会社の数　　　　　　37社

・主要な連結子会社の名称　　株式会社イエローハット・ファイナンス

株式会社愛知イエローハット

株式会社ジョイフル

株式会社広島イエローハット

株式会社２りんかんイエローハット

　株式会社新岐阜イエローハット(2018年６月１日付で「株式会社ホップ

ス」より社名変更)の発行済株式の過半数を取得したことに伴い、連結の範

囲に含めております。

　また、株式会社近江イエローハットを新規設立したことにより連結の範

囲に含めております。

②　主要な非連結子会社の名称等

・主要な非連結子会社の名称　株式会社オカヤマイエローハット
 

・連結の範囲から除いた理由　非連結子会社は、小規模会社であり、総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響は軽微であるため、連結の範

囲から除外しております。

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の

　名称

・持分法を適用した

　　　　関連会社の数　　　　２社

・主要な会社等の名称　　　　株式会社ホットマン

上海安吉黄帽子汽車用品有限公司

②　持分法の適用の手続について特に記載すべき事項

　持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、

当該持分法適用会社の事業年度に係る計算書類を基礎として持分法を適用

しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、台湾黄帽汽車百貨股份有限公司の決算日は12月31日で

あります。

連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っており

ます。
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(4) 会計方針に関する事項

①　資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券の評価基準及び評価方法

　　子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

市場価格のあるもの　 当連結会計年度末日前１ヶ月の市場価格等

の平均に基づく時価法（評価差額金は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）によっております。

市場価格のないもの　 移動平均法による原価法によっております。

ロ　たな卸資産の評価基準及び評価方法

当社及び連結子会社は、卸売部門について

は主として総平均法による原価法(貸借対

照表価額について収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法)、小売部門については主と

して売価還元法による原価法(貸借対照表

価額について収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法)により算出しております。

②　固定資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産

　（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４
月１日以降取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに2016年４月１日以降取得した建物
附属設備及び構築物については、定額法によ
っております。なお、主な耐用年数は以下の
とおりであります。

建物及び構築物　２年～50年

ロ　無形固定資産

　（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、自社利用
のソフトウェアについては、社内における
利用可能期間（５年）に基づく定額法によ
っております。

ハ　リース資産　　　　　　 所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零
とする定額法によっております。
2008年３月31日以前に契約をした所有権移
転外ファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理によっております。
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③　のれんの償却に関する事項

　のれんについては、その効果が及ぶ期間で均等償却を行っております。

ただし、金額が僅少の場合には、発生連結会計年度に全額償却しておりま

す。

④　引当金の計上基準

イ　貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権に
ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます。

ロ　賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額のうち当連結会
計年度の負担額を計上しております。

ハ　ポイント引当金 カー用品・二輪用品等販売を行う連結子会
社は、顧客のポイントカード使用による将
来の負担に備えて、当連結会計年度末の未
使用残高に基づく負担見込額を計上してお
ります。

⑤　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、当連結会計年度末日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益処理しております。

　なお、在外子会社等の資産及び負債は、在外子会社等の期末決算日の直

物為替相場により、資本金は発生時の為替相場により、また、当期純利益

は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部の為替換算調

整勘定に含めております。

⑥　その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

イ　消費税等の会計処理　　　税抜方式で行っております。

ロ　連結納税制度　　　　　　連結納税制度を適用しております。

ハ　退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計年度末における

見込額に基づき、退職給付債務から年金資

産を控除した額を計上しております。

（Ａ）退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見

込額を当連結会計年度末までの期間に帰属

させる方法については、給付算定式基準に

よっております。
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（Ｂ）数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（７年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計

年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤

務費用については、税効果を調整の上、純

資産の部におけるその他の包括利益累計額

の退職給付に係る調整累計額に計上してお

ります。

⑦　表示方法の変更

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号2018

　年２月16日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産

　は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表

　示しております。

２．連結貸借対照表に関する注記

(1) たな卸資産の内訳

　 商品及び製品 23,816百万円

　 原材料及び貯蔵品 273百万円

 　計 24,089百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 26,930百万円

(3) 事業用土地の再評価

　「土地の再評価に関する法律」（1998年３月31日公布法律第34号）及び「土

地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（2001年３月31日公布法律

第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、再評価差額を「土地再評価

差額金」として純資産の部に計上しております。

①　再評価を行った

年月日

2002年３月31日

②　再評価の方法 「土地の再評価に関する法律施行令」 (1998年３月31

日公布政令第119号) 第２条第４号に定める路線価に

合理的な調整を行う方式で、また、一部路線価のない

土地につきましては、同第３号に定める固定資産税評

価額の倍率方式に基づき算出しております。
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③　再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿

　　価額との差額

△1,221百万円

④　上記③のうち賃貸不動産に該当するもの　　　　　　　△787百万円

(4) 期末日満期手形等

　期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理を

しております。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。

　受取手形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24百万円

３．連結損益計算書に関する注記

(1) 減損損失の主な内容

　当連結会計年度において計上した、減損損失の内訳は次のとおりでありま

す。

場所 用途
種類及び金額
（百万円）

店舗物件35件
境港店
（鳥取県境港市）
上尾２りんかん
（埼玉県上尾市）
他33件

カー用品・二輪用品

等販売店舗

建物及び構築物 227

その他 97

機械装置及び運搬具 10

（減損の認識に至った経緯）
これらの物件は、営業損失であったため、将来キャッシュ・フロー見積額が下落し減損の認識に
至りました。

　種類別の減損額の合計は次のとおりであります。

種類
合計

（百万円）

建物及び構築物 227

その他 97

機械装置及び運搬具 10

合計 336

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（資産のグルーピングの方法）

　当企業集団においては、原則として事業所ごとに資産をグルーピングし

ております。店舗及び賃貸不動産については個別物件単位で、支店（地域

卸売部門）については管理会計上の区分で、のれんについては会社単位で、

物流センターについては全社共有資産に、フォーラムについてはキャッシ

ュ・フローを生みませんので遊休資産に、それぞれ資産をグルーピングし

ております。
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（回収可能性の算定方法）

　回収可能性は、正味売却価額または使用価値により測定しております。

土地については不動産鑑定士の算定価額を、建物については合理的に算定

された価額を、それぞれ回収可能価額としております。

　使用価値の算定にあたっては、将来キャッシュ・フローを4.62％で割り

引いて計算しております。

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 24,961千株 －千株 －千株 24,961千株

(2) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普 通 株 式 1,909千株 0千株 3千株 1,906千株

（注） １.　持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。

２.　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

３.　自己株式の数の減少は、新株予約権の権利行使による自己株式の処分によるもので

あります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額

イ　 2018年５月９日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 761百万円

・１株当たり配当金額 33円

・基準日 2018年３月31日

・効力発生日 2018年６月４日

ロ　 2018年10月31日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 830百万円

・１株当たり配当金額 36円

・基準日 2018年９月30日

・効力発生日 2018年12月３日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期に

なるもの

　2019年５月９日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 830百万円

・１株当たり配当金額 36円

・基準日 2019年３月31日

・効力発生日 2019年６月３日
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(4) 当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数

・第１回新株予約権（2013年５月10日取締役会決議分）

普通株式　10,500株

・第２回新株予約権（2014年５月９日取締役会決議分）

普通株式　15,000株

・第３回新株予約権（2015年５月８日取締役会決議分）

普通株式　12,800株

・第４回新株予約権（2016年５月10日取締役会決議分）

普通株式　14,700株

・第５回新株予約権（2017年５月９日取締役会決議分）

普通株式　12,800株

・第６回新株予約権（2018年５月９日取締役会決議分）

普通株式　10,500株
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５．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する注記

①　金融商品に対する取組方針

　当企業集団は、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）
を調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、
また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びに管理体制

　営業債権である受取手形及び売掛金は、販売先の信用リスクに晒されて
おります。当該債権は、主としてグループ企業に対するカー用品・二輪用
品の卸売販売により発生するものであり、リスクの管理に関しては、当社
の販売管理規程に定める与信管理取扱要領に従い取扱いを行うとともに、
専門部門において年度・月毎の決算書及び財務関係資料を入手することに
より信用状況を把握し運用を行う体制をとっております。
　未収入金は、相手先の信用リスクに晒されておりますが、主として仕入
先からのリベートの未回収部分であり、約定に基づき短期間のうちに回収
されるものであります。専門部門において遅滞ない回収を図っております。
　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております
が、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握した時価
を取締役会に報告しております。
　敷金は、不動産の賃貸借期間終了時における賃貸人の信用リスクに晒さ
れております。専門部門において賃貸人の状況をきめ細かく把握し回収に
疎漏のない体制をとっております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、１年内の支払期日です。
　ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資にかかる
資金調達であります。
③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定にお
いては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること
により、当該価額が変動することがあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項
 2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に
ついては、次のとおりであります。

連結貸借対照表
  計上額
(百万円)

時価
  (百万円)

差額
(百万円)

(1)現金及び預金 13,003 13,003 －

(2)受取手形及び売掛金 9,768 9,768 －

(3)未収入金 4,477 4,477 －

(4)投資有価証券 1,537 1,537 －

(5)敷金
　（1年内回収予定を含む）

10,721 10,746 25

資産計 39,507 39,533 25

(1)支払手形及び買掛金 10,246 10,246 －

(2)未払金 3,181 3,181 －

(3)リース債務
　（1年内返済予定を含む）

412 408 △4

負債計 13,840 13,836 △4

  （注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　（注）２．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

   資　産

    (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)未収入金

　　 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近

　　 似していることから、当該帳簿価額によっております。

    (4)投資有価証券

     投資有価証券の時価は取引所の価格によっております。

    (5)敷金(１年内回収予定を含む)

     敷金の時価は、契約期間を一定の期間ごとに分類し、その将来キャ

     ッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づき割引いた現在

     価値によっております。

   負　債

    (1)支払手形及び買掛金、(2)未払金

     これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近

     似していることから、当該帳簿価額によっております。

    (3)リース債務(１年内返済予定を含む)

 リース債務の時価は、リース支払料の合計額を新規に同様のリース取

 引を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定して

 おります。

－ 33 －

連結注記表



2019/05/17 18:10:31 / 18481138_株式会社イエローハット_招集通知

　（注）３．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分
連結貸借対照表
計上額(百万円)

　非上場株式 76

非上場株式については市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もるこ

とができないため、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)

投資有価証券」には含めておりません。

　（注）４．満期のある金銭債権及び有価証券の連結決算日後の償還予定額　 （単位：百万円）

１年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

　現金及び預金 13,003 － － －

　受取手形及び売掛金 9,768 － － －

　未収入金 4,477 － － －

　敷金 1,406 3,395 4,272 1,646

　合計 28,655 3,395 4,272 1,646

６．資産除去債務に関する注記
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1)　当該資産除去債務の概要
　 店舗・事務所等の不動産賃貸借契約及び定期借地権契約に伴う原状回
   復義務等であります。

(2)　当該資産除去債務の金額の算定方法
　 使用見込み期間を当該物件の耐用年数及び契約年数と見積もり、割引
   額は0.00％～2.18％を使用して資産除去債務の金額を計算しておりま
   す。

(3)　当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減
　　　 期首残高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,646百万円
　　　 有形固定資産の取得に伴う増加額　　　　　　　　   157百万円
　　　 時の経過による調整額　  　　　　　　　　　　　    25百万円
　　　 資産除去債務の履行による減少額　　　　　　　　  △12百万円
　　　 期末残高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,816百万円
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７．賃貸等不動産に関する注記
　(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の連結子会社では、主に国内においてグループ企業等に対し
て賃貸用店舗建物及び店舗設備等を有しております。2019年３月期における
当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は11億１百万円（賃貸収益は「売上高」
に、主な賃貸費用は「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に計上）で
あります。

　(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の時価

当連結会計年度期首残高
(百万円)

当連結会計年度増減額
(百万円)

当連結会計年度末残高
(百万円)

(百万円)

14,022 △671 13,351 11,270

(注)１. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　　２. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した

　　　　金額であります。

　　３．当連結会計年度の主な増加額は新規出店による設備投資に伴う増加額１億７百万円及び

賃貸設備投資に伴う増加額１億25百万円であり、主な減少額は減価償却に伴う減少額４

億59百万円であります。

　　４. 当連結会計年度末の時価は、主として不動産鑑定評価によるものであります。なお一部

　　　　の重要性がない不動産につきましては、「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定

　　　　した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,708円79銭

(2) １株当たり当期純利益 158円96銭

(3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 158円43銭

（注）　当社は、2019年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の株式分割を行っ
　　　　ております。
　　　　１株当たり情報の各金額は、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、
　　　　算定しております。

９．重要な後発事象に関する注記

（株式分割及び定款の一部変更）

　　　　当社は、2019年２月15日開催の取締役会に基づき、2019年４月１日付で

　　　当社定款の一部を変更し、株式分割を実施いたしました。

　　（１）株式分割及び定款の一部変更の目的

株式分割により、当社株式の投資単位当たりの金額を下げ、投資しやすい

　　　環境を整えることにより、流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目

　　　的としております。
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　　（２）株式分割の概要

①分割の方法

2019年３月31日(日曜日)を基準日(同日は株主名簿管理人の休業日につき、

実質的には2019年３月29日(金曜日))として、同日最終の株主名簿に記載

又は記録された株主の所有する普通株式を１株につき２株の割合をもっ

て分割いたしました。

②分割により増加する株式数

　　株式分割前の発行済み株式総数　　　24,961,573株

　　今回の分割により増加した株式数　　24,961,573株

　　株式分割後の発行済株式総数　　　　49,923,146株

　　株式分割後の発行可能株式総数　　 106,067,490株

③分割の日程

      基準日公告日 2019年３月14日(木曜日)

      基準日 2019年３月31日(日曜日) ※

      効力発生日 2019年４月１日(月曜日)

      ※同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2019年３月29日(金

        曜日)です。

④１株当たり情報に及ぼす影響

１株当たり情報に及ぼす影響につきましては、当該箇所に記載しておりま

す。
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貸　借　対　照　表

（2019年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

リ ー ス 債 権

商 品

貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

破 産 更 生 債 権 等

長 期 前 払 費 用

前 払 年 金 費 用

繰 延 税 金 資 産

敷 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

42,683

11,346

1,063

8,808

94

3,444

129

149

1,084

11,987

4,287

1,419

△1,131

54,325

36,282

16,076

1,067

214

246

2,299

16,140

238

215

191

24

17,826

1,484

5,358

409

5

397

6

604

9,306

555

△302

流 動 負 債 17,716

買 掛 金 8,842

短 期 借 入 金 1,364

リ ー ス 債 務 94

未 払 金 3,374

未 払 費 用 152

未 払 法 人 税 等 1,860

未 払 消 費 税 等 226

預 り 金 23

前 受 収 益 1,415

賞 与 引 当 金 133

そ の 他 227

固 定 負 債 5,484

リ ー ス 債 務 369

資 産 除 去 債 務 2,808

そ の 他 2,306

負 債 合 計 23,200

純 資 産 の 部

株 主 資 本 75,501

資 本 金 15,072

資 本 剰 余 金 10,394

資 本 準 備 金 9,075

そ の 他 資 本 剰 余 金 1,318

利 益 剰 余 金 52,315

利 益 準 備 金 570

そ の 他 利 益 剰 余 金 51,744

別 途 積 立 金 11,536

特 別 償 却 準 備 金 101

固定資産圧縮積立金 436

繰 越 利 益 剰 余 金 39,670

自 己 株 式 △2,279

評価・換算差額等 △1,832

その他有価証券評価差額金 360

土地再評価差額金 △2,193

新 株 予 約 権 139

純 資 産 合 計 73,808

資 産 合 計 97,009 負債・純資産合計 97,009

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 96,834

売 上 原 価 81,109

売 上 総 利 益 15,724

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,654

営 業 利 益 8,070

営 業 外 収 益 984

受 取 利 息 166

受 取 配 当 金 48

受 取 手 数 料 515

そ の 他 253

営 業 外 費 用 21

支 払 利 息 12

為 替 差 損 5

そ の 他 3

経 常 利 益 9,033

特 別 利 益 1

固 定 資 産 売 却 益 1

特 別 損 失 243

固 定 資 産 売 却 損 2

固 定 資 産 除 却 損 27

関 係 会 社 株 式 評 価 損 113

災 害 に よ る 損 失 48

敷 金 等 解 約 損 51

税 引 前 当 期 純 利 益 8,791

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,885

法 人 税 等 調 整 額 △23

当 期 純 利 益 5,928

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計資  本

準備金
そ　の　他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計

利  益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計別　途

積立金
特別償却
準 備 金

固 定 資 産
圧縮積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 15,072 9,075 1,317 10,393 570 11,536 127 436 35,307 47,977 △2,282 71,160

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △1,591 △1,591 △1,591

当 期 純 利 益 5,928 5,928 5,928

特別償却準備金の取崩 △25 25 ― ―

自己株式の取得 △0 △0

新株予約権の行使 0 0 3 4

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額（純 額）

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 0 0 ― ― △25 ― 4,362 4,337 3 4,341

当 期 末 残 高 15,072 9,075 1,318 10,394 570 11,536 101 436 39,670 52,315 △2,279 75,501

評 価 ・ 換 算 差 額 等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 558 △2,193 △1,635 118 69,644

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △1,591

当 期 純 利 益 5,928

特別償却準備金の取崩 －

自己株式の取得 △0

新株予約権の行使 4

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額（純 額）

△197 － △197 20 △177

当 期 変 動 額 合 計 △197 － △197 20 4,164

当 期 末 残 高 360 △2,193 △1,832 139 73,808

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

イ　　子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。

ロ　　その他有価証券
　・市場価格のあるもの　　　当事業年度末日前１ヶ月の市場価格等の平

均に基づく時価法（評価差額金は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）によっております。

　・市場価格のないもの　　　移動平均法による原価法によっております。

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法

卸売部門については主として総平均法によ

る原価法（貸借対照表価額について収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により

算出しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998

年４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）並びに2016年４月１日以降取

得した建物附属設備及び構築物について

は、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりでありま

す。

建物　　　　　　　　２～50年

構築物　　　　　　　２～50年

②　無形固定資産

　（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、自社利用
のソフトウェアについては、社内における
利用可能期間（５年）に基づく定額法によ
っております。

③　リース資産　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス･リース取引に
係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零
とする定額法によっております。
2008年３月31日以前に契約をした所有権移
転外ファイナンス･リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理によっております。

④　長期前払費用　　　　　　　均等償却によっております。

(3) 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益処理しております。
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(4) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上しており

ます。

②　賞与引当金　　　　　　　　従業員の賞与の支給に備えるため、将来の

支給見込額のうち当事業年度末の負担額を

計上しております。

③　退職給付引当金　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年

度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当事業年度末において発

生していると認められる額を計上しており

ます。

イ　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見

込額を当事業年度末までの期間に帰属させ

る方法については、給付算定式基準によっ

ております。

ロ　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各期の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（７年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処

理しております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤

務費用の貸借対照表における取扱いが連結

貸借対照表と異なります。

(5) その他計算書類作成のための基本となる事項

①消費税等の会計処理　　　　税抜方式で行っております。

②連結納税制度　　　　　　　連結納税制度を適用しております。

(6) 表示方法の変更

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号2018

年２月16日）等を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投

資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し

ております。
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２．貸借対照表に関する注記

(1) 減価償却累計額　　　　　　　　　有形固定資産　　　　26,697百万円

(2) 偶発債務

（保証債務）

関係会社の債務に対し、次のとおり債務保証を行っております。

保　証　先 金　額 内　容

株式会社ＳＯＸ・イエロー
ハット

95百万円 買掛債務

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　短期金銭債権　　　　18,096百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　長期金銭債権　　　　　 374百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　短期金銭債務　　　　 3,684百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　長期金銭債務　　　　　 263百万円

(4) 事業用土地の再評価

　「土地の再評価に関する法律」（1998年３月31日公布法律第34号）及び「土

地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（2001年３月31日公布法律

第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、再評価差額を「土地再評価

差額金」として純資産の部に計上しております。

①　再評価を行った

年月日

2002年３月31日

②　再評価の方法 「土地の再評価に関する法律施行令」（1998年３月31

日公布政令第119号）第２条第４号に定める路線価に合

理的な調整を行う方式で、また、一部路線価のない土

地につきましては、同第３号に定める固定資産税評価

額の倍率方式に基づき算出しております。

③　再評価を行った土地の事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額と

　　の差額

△1,327百万円

　④　上記③のうち賃貸不動産に該当するもの　　　　　　 △1,306百万円

３．損益計算書に関する注記
  関係会社との取引高 売上高 61,628百万円

売上原価 931百万円
販売費及び一般管理費 7百万円
営業取引以外の取引高 394百万円
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４．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普 通 株 式 1,897千株 0千株 3千株 1,894千株

（注）１.　持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。

　　　２.　自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

　　　３.　自己株式の数の減少は、新株予約権の権利行使による自己株式の処分によるものであ

ります。

５．税効果会計に関する注記

項 目 金額（百万円）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金 46
貸倒引当金 439
関係会社株式 215
投資有価証券 2
減損損失 1,176
未払事業税 98
資産除去債務 860
その他 246
土地再評価差額金 　　671
繰延税金資産小計 3,757
評価性引当額 △2,319
繰延税金資産合計 1,438

繰延税金負債
資産除去債務に係る除去費用 △430
固定資産圧縮積立金 △190
その他有価証券評価差額金 △159
特別償却準備金 △44
譲渡損益の繰延（譲渡益） △4
前払年金費用 　　△1
繰延税金負債合計 △833

繰延税金資産の純額 604
（注）繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下

の項目に含まれております。
固定資産－繰延税金資産 604

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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６．リースにより使用する固定資産に関する注記
　貸借対照表に計上した固定資産のほか、賃貸借契約に係る建物をリース契
約により使用しております。
　なお、リース取引開始日が2008年３月31日以前の所有権移転外ファイナン
ス・リース取引は、以下のとおりであります。

(1) 事業年度の末日における取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末
残高相当額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

建 物 1,413 1,413 －

合 計 1,413 1,413 －

　(2) 事業年度の末日における未経過リース料相当額

未経過リース料期末残高相当額
１年内 170百万円

１年超 261百万円

合計 432百万円
（注）１.　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　　　２.　未経過リース料には、減損損失66百万円が含まれております。

７．関連当事者との取引に関する注記
(1) 親会社及び法人主要株主等

種 類 会社等の名称

資 本 金
ま た は
出 資 金
(百万円)

事 業 の
内 容
ま た は
職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科 目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主要

株　　主
株 式 会 社
幸 栄 企 画

45
不 動 産
賃 貸 業

(13.6) －
不動産
賃 借

不 動 産
賃 借

94 敷 金 153

(2) 子会社及び関連会社等

種 類 会社等の名称

資 本 金
ま た は
出 資 金
(百万円)

事 業 の
内 容
ま た は
職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科 目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
株 式 会 社
ＳＯＸ・イエロ
ー ハ ッ ト

30

二輪車及
び二輪車
用品等販
売

100.0 －
運転資
金貸付

貸付に対
する利息

19 短期貸付金 2,076

子会社
株 式 会 社
ジ ョ イ フ ル

72
カー用品
等製造販
売

100.0
役員の
兼　任

1名

商品の
販 売

運転資
金貸付

業 務
受 託

商品の売上

貸付に対
する利息

業務受託費

7,846

2

273

売 掛 金

短期貸付金

884

430

関連
会社

株 式 会 社
ホ ッ ト マ ン

1,910
カー用品
等 販 売

15.5
(0.3)

－

商品の
販売及
び不動
産賃貸

商品の売上

不動産賃貸

9,917

455
売 掛 金 820

（注）１．取引金額及び期末残高は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．取引金額には、消費税等は含まず、残高には消費税等を含んで表示しております。
３．取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格を勘案し、両者の協議により決定しております。
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８．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 1,596円83銭
(2) １株当たり当期純利益 128円52銭
(3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 128円10銭

（注）　当社は、2019年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の株式分割を行っ

ております。

　　　　１株当たり情報の各金額は、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、算

定しております。

９．重要な後発事象に関する注記

（株式分割及び定款の一部変更）

　当社は、2019年２月15日開催の取締役会に基づき、2019年４月１日付で当社

定款の一部を変更し、株式分割を実施いたしました。

　詳細については、「連結注記表９．重要な後発事象に関する注記」をご参照

　下さい。

10．その他の注記
　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年５月15日

株式会社　イエローハット
取　締　役　会　御中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小 沢 直 靖 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 市 　 原 　 順 　 二 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社イエローハ
ットの2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の連結計算書
類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不
正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場か

ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国に
おいて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施
することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び
適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内
部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用
方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計
算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、株式会社イエローハット及び連結子会社
からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。
　以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年５月15日

株式会社　イエローハット

取　締　役　会　御中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 小 沢 直 靖 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 市 　 原 　 順 　 二 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社イエ
ローハットの2018年４月１日から2019年３月31日までの第61期事業年度の計
算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにあ
る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附
属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場か
ら計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査
法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査
証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその
附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検
討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附
属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第61期事業年度

の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、

審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以

下のとおり報告いたします。

１． 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（１） 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

めました。

（２） 各監査役は、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門

その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整

備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重

要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び

財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社

の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応

じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に

適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会

社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと

して会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備

に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されてい

る体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からそ

の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて

説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、

会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため

の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関

する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従っ

て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、

計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）

及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、

連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２． 監査の結果

（１） 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に

違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認

めます。

　　また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締

役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

　　なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時

点において開示すべき重要な不備はない旨の報告を取締役等及び

会計監査人　ＰｗＣあらた有限責任監査法人から受けておりま

す。

（２） 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人　ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査の方法及び

結果は相当であると認めます。

（３） 連結計算書類の監査結果

会計監査人　ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査の方法及び

結果は相当であると認めます。

2019年５月16日

株式会社　イエローハット　監査役会

 常勤監査役 入 江 義 一 
 監　査　役
(社外監査役) 田 中 邦 彦 
 監　査　役
(社外監査役) 服 部 久 男 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　定款一部変更の件
　１．提案の理由
　　　インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会

参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるよ
うにするための規程の新設をし、現行定款第15条以下を１条ずつ繰り下げ
るものであります。

　２．変更の内容
　　　変更内容は次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款 変 更 案

第３章　株主総会

（新　　設）

第15条～第44条　（条文省略）

第３章　株主総会

（株主総会参考書類等のインターネット開示

とみなし提供）　

第15条　　当社は、株主総会の招集に際し、株

主総会参考書類、事業報告、計算書類

及び連結計算書類に記載又は表示をす

べき事項に係る情報を、法務省令に定

めるところに従いインターネットを利

用する方法で開示することにより、株

主に対して提供したものとみなすこと

ができる。

第16条～第45条　（現行どおり）

－ 50 －
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第２号議案　取締役６名選任の件

　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、

取締役６名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

ふり

氏
がな

名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式数

１

【再任】
ほり

堀
え

江
やす

康
お

生

(1952年１月27日生)

1976年10月　当社入社

1997年６月　取締役 営業管理部長

2000年10月　取締役 営業副本部長 兼営業管理部長

2001年６月　常務取締役 営業本部長 兼営業管理部長

2003年６月　常務取締役 常務執行役員イエローハット事

業本部副本部長

2004年６月　取締役 常務執行役員営業管理室長

2005年４月　取締役 常務執行役員運営本部長 兼ホール

セール部長

2005年７月　取締役 常務執行役員経理部長

2008年１月　取締役 常務執行役員経理担当

2008年６月　常務取締役

2008年９月　代表取締役

2008年10月　代表取締役社長

　　　　　　現在に至る

240,600株
(注)２

取締役候補者とした理由

長年にわたり経営部門の主要な職位を歴任し、2008年10月に当社社長に就任以降、現在に至

るまで社長を務め、成果を上げてまいりました。経営全般にわたる豊富な知見と能力は当社

の経営に欠かせないものと判断し、取締役の候補といたしました。

（注）１.堀江康生と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２.当社は、2019年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施して

おりますので、所有する当社の株式の数は、株式分割後の株式を基準に記載してお

ります。

－ 51 －
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候補者
番　号

ふり

氏
がな

名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式数

２

【再任】
さ

佐
 

　
とう

藤
 

　
かず

和
 

　
ゆき

幸

(1958年11月12日生)

1979年３月　当社入社

1997年４月　仙台支店長

2001年６月　取締役 仙台支店長

2002年６月　執行役員仙台支店長

2005年８月　当社退職

2005年９月　（株）ジョイフル入社

2010年６月　（株）ジョイフル代表取締役

2014年６月　取締役

2017年６月　常務取締役

2018年６月　専務取締役

店舗運営、ピットサービス、営業管理、店

舗開発、賃貸事業、支店、子会社（イエロ

ーハット事業、卸売事業）担当

現在に至る

（重要な兼職の状況）

　（株）ジョイフル代表取締役会長

8,600株
(注)２

取締役候補者とした理由

営業部門の主要な職位を歴任し、また長年にわたり（株）ジョイフルの経営を担い、営業や

経営全般にわたる知識と経験を有しております。グループ全体及び担当事業の監督を適切に

行うことができるものと判断し、取締役の候補といたしました。

（注）１.佐藤和幸と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２.当社は、2019年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施して

おりますので、所有する当社の株式の数は、株式分割後の株式を基準に記載してお

ります。
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候補者
番　号

ふり

氏
がな

名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式数

３

【再任】
しら

白
いし

石
 

　
ただす

理

(1959年10月13日生)

1982年３月　当社入社

2001年２月　マーケティング戦略室長

2004年４月　海外事業部上級マネージャー

2004年６月　執行役員イエローハット事業本部部長

2005年４月　執行役員運営本部部長

2005年７月　執行役員運営本部副本部長

2006年４月　執行役員運営本部長

2006年６月　取締役 執行役員運営本部長 兼ピット運営部

　　　　　　長

2008年６月　取締役

2009年６月　常務取締役

2011年６月　専務取締役

財務・経理、システム、人事・総務、海外

事業、内部監査、コンプライアンス、子会

社（イエローハット事業及び卸売事業除

く）担当

　　　　　　　現在に至る

（重要な兼職の状況）

　（株）２りんかんイエローハット代表取締役会長

32,020株

(注)２

取締役候補者とした理由

　　長年にわたり運営部門等の主要な職位を歴任し、事業についての豊富な知識と経験を活かす

　　ことができるものと判断し、取締役の候補といたしました。

（注）１.白石　理と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２.当社は、2019年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施して

おりますので、所有する当社の株式の数は、株式分割後の株式を基準に記載してお

ります。
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候補者
番　号

ふり

氏
がな

名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式数

４

【再任】
き

木
むら

村
よし

義
み

美

(1961年７月27日生)

1984年３月　当社入社

1999年９月　富士営業所長

2004年３月　近畿・四国事業部長

2005年４月　近畿・四国エリアマネージャー

2007年４月　商品部長

2009年４月　メンテナンス・アクセサリー商品部長

2009年６月　取締役 メンテナンス･アクセサリー商品

　　　　　　部長

2011年３月　取締役

　　　　　　　商品購買、物流、販促・宣伝 担当

　　　　　　　現在に至る

21,400株

(注)２

取締役候補者とした理由

長年にわたり商品戦略部門等の主要な職位を歴任し、商品戦略全般に関する豊富な知識と経

験を活かすことができるものと判断し、取締役の候補といたしました。

（注）１.木村義美と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２.当社は、2019年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施して

おりますので、所有する当社の株式の数は、株式分割後の株式を基準に記載してお

ります。

－ 54 －
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候補者
番　号

ふり

氏
がな

名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式数

５

【独立】･【社外】
【再任】

みな

湊
 

　
たに

谷
 

　
ひで

秀
 

　
みつ

光

(1952年10月１日生)

1978年４月　河田法律事務所入所

1980年５月　湊谷法律事務所開設

2013年７月　霞が関法律事務所開設（パートナー）

（現 国会通り法律事務所）

2014年６月　社外取締役

　　　　　　　現在に至る

０株

(注)６

社外取締役候補者とした理由

過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護

士としての法律・経済・社会に対する豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、

社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役の候補といたし

ました。

（注）１．湊谷秀光と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．湊谷秀光は、社外取締役候補者であります。

３．湊谷秀光は現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間

は、本総会終結の時をもって５年となります。

４．当社は、湊谷秀光との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害

賠償責任の限度額は法令が定める額を限度としており、湊谷秀光が再任された場

合には、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。

５．当社は、湊谷秀光を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお

り、同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であり

ます。

６．当社は、2019年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施し

ておりますので、所有する当社の株式の数は、株式分割後の株式を基準に記載し

ております。
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候補者
番　号

ふり

氏
がな

名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式数

６

【独立】･【社外】
【再任】

さい

斎
とう

藤
し

四
ろう

郎

(1946年11月25日生)

1965年４月　関東信越国税局入局

1998年７月　戸塚税務署副署長

2002年７月　東京国税局調査第一部特別国税調査官

2004年７月　東京国税局調査第二部調査第９部門

　　　　　　　統括国税調査官

2005年７月　鎌倉税務署長

2006年７月　鎌倉税務署退職

2006年８月　税理士登録

2006年９月　斎藤四郎税理士事務所開設

2016年６月　社外取締役

　　　　　　　現在に至る

０株
(注)６

社外取締役候補者とした理由

過去に直接経営に関与された経験はありませんが、税務行政業務における豊富な経験と見識

を備えておられることから、重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を十分にはたしてい

ただけるものと判断し、社外取締役の候補といたしました。

（注）１．斎藤四郎と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．斎藤四郎は、社外取締役候補者であります。

３．斎藤四郎は現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間

は、本総会終結の時をもって３年となります。

４．当社は、斎藤四郎との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害

賠償責任の限度額は法令が定める額を限度としており、斎藤四郎が再任された場

合には、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。

５．当社は、斎藤四郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお

り、同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であり

ます。

６．当社は、2019年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施し

ておりますので、所有する当社の株式の数は、株式分割後の株式を基準に記載し

ております。

－ 56 －

取締役選任議案
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第３号議案　監査役１名選任の件

　監査役　田中邦彦は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監

査役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。
ふり

氏
がな

名
( 生 年 月 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式数

【独立】･【社外】
【再任】

た

田
なか

中
くに

邦
ひこ

彦

(1947年１月６日生)

1996年６月　日興証券（株）取締役就任

1998年３月　日興証券（株）退任

1998年４月　日興ビジネスサービス（株）

専務取締役就任

1999年10月　ファイナンシャル・ネットワーク・

テクノロジーズ（株）取締役就任

2001年４月　日興ビルディング（株）

専務取締役就任

2002年４月　日興ファシリティーズ（株）

専務取締役就任

2004年４月　日興システムソリューションズ（株）

常勤監査役就任

2007年６月　アーティス（株）監査役就任

2007年６月　当社社外監査役就任

2016年１月　アーティスホールディングス（株）

　　　　　　　監査役就任

　　　　　　現在に至る

15,400株
(注)６

社外監査役候補者とした理由

証券業界で培われた豊富な経営経験（経理部門・人事部門）と幅広い見識により、取締役の

職務の執行を監査する役割を果たしていただけると判断し、監査役の候補といたしました。

（注）１.田中邦彦と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２.田中邦彦は、社外監査役候補者であります。

　　　　 ３.田中邦彦は現在当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は　

　　　　本総会終結の時をもって12年となります。

　　　　 ４.当社は、田中邦彦との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償

責任の限度額は法令が定める額を限度としており、田中邦彦が再任された場合に

は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。

　　　　 ５.当社は、田中邦彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、

同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

　　　　 ６.当社は、2019年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施して

おりますので、所有する当社の株式の数は、株式分割後の株式を基準に記載してお

ります。

以　上

－ 57 －

監査役選任議案



2019/05/17 18:10:31 / 18481138_株式会社イエローハット_招集通知

久松警察署前

小伝馬町駅、人形町駅からご来場の場合

※会場には駐車場がございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

◆小伝馬町駅からご来場の場合
東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」1番出口より徒歩約4分

※出口より人形町方面に約200ｍ進み、

　「東京商品取引所入口」交差点を左折し約200ｍ

◆人形町駅からご来場の場合
東京メトロ日比谷線及び都営浅草線「人形町駅」A4番出口より徒歩約5分

※出口より小伝馬町方面に約350ｍ進み、「東京商品取引所入口」

　交差点を右折し約200ｍ

会場（サンライズビル）東京商品取引所入口（標示）東京商品取引所交差点

ア
ク
セ
ス

株主総会

Ⓑ Ⓑ Ⓐ

JR総武本線

都営浅草線

東
京
メ
ト
ロ
日
比
谷
線

み
ど
り
通
り

大
門
通
り

至
日
本
橋
駅

至
新
日
本
橋
駅

　カフェ
●ベローチェ

●三菱UFJ銀行

●マルエツ

●郵便局

●さわやか信用金庫

●みずほ
　銀行

●郵便局

●東横イン

東横イン●

●ファミリーマート

●ファミリーマート

●アパホテル

●セブン
　イレブン

税務署●

交番●

NTT● ●久松
　警察署

●まいばすけっと

A4出口

1番
出口

2番4番

至秋葉原駅

約200m

至茅場町駅

3番

A3

スター
バックス●

薬局
ぱぱす●

吉野家●

三井住友銀行●

ファミリーマート●

人
形
町
通
り

江戸通り

繊物中央通り
約200m

小伝馬町駅

1番出口

人形町駅

A4番出口

小
伝
馬
町
駅

人
形
町
駅

約200m

サンライズビル

約350m

三菱UFJ銀行●
（ATM）

鞍掛橋

東京商品

取引所入口 Ⓑ
Ⓐ

東日本橋
三丁目
中央通り

地図
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馬喰横山駅、東日本橋駅、馬喰町駅からご来場の場合

◆馬喰横山駅からご来場の場合
都営新宿線「馬喰横山駅」A3番出口より徒歩約3分

※出口より「東日本橋三郵便局」を右手に東日本橋三丁目

　中央通りを約200ｍ

◆東日本橋駅及び馬喰町駅からご来場の場合
都営浅草線「東日本橋駅」及びJR総武本線「馬喰町駅」より徒歩約5分

会場ご案内図

ア
ク
セ
ス

会場（サンライズビル）馬喰横山駅A3出口からの景色馬喰横山駅A3出口

Ⓒ Ⓒ Ⓐ

清
洲
橋
通
り

馬喰町駅

東
日
本
橋
駅

都
営
浅
草
線

至
浅
草
橋
駅

至
錦
糸
町
駅

都
営
新
宿
線

●みずほ銀行（ATM）

●シモジマ

●ドコモショップ●
マルマン
ストア

郵便局
●

エネオス●

デニーズ
●

1番

A4

A3出口

A2

A1

B2

B1

B3出口

2番

至岩本町駅

馬
喰
横
山
駅

サンライズビル

３階コンベンションホール
至浜町駅

馬喰横山駅

A3出口

（地下道を利用し、都営新宿線（「馬喰横山駅」）方面のA3番出口から

のご来場が便利です。）

東日本橋
三丁目
中央通り

Ⓒ

会　　　　場

問い合わせ先

東京都中央区日本橋富沢町

11番12号

サンライズビル　

３階コンベンションホール

株式会社イエローハット　

TEL 03-6866-1680（代表）

地図




